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性

に
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る
研
究
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宇
宙
に
関
す
る
国
際
法
地
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学
形
成
の
た

め
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―
」

日　

時　

平
成
二
六
年
四
月
二
八
日　

十
八
時
～
二
〇
時

場　

所　

東
洋
大
学
第
二
号
館
十
四
階
学
習
指
導
室

参
加
者　

�

名
雪
健
二
・
宮
原
均
・
徐
瑞
静
・
荒
邦
啓
介
（
以
上
、
東
洋

大
学
）、
始
澤
真
純
・（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）、
鈴

木
崇
之
（
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）

　

本
報
告
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
二
八
日
、
東
洋
大
学
法
学
会
公
法
研

究
会
に
お
い
て
「
国
際
法
形
成
過
程
に
お
け
る
地
理
情
報
の
影
響
と
重

要
性
に
関
す
る
研
究
―
宇
宙
に
関
す
る
国
際
法
地
理
学
形
成
の
た
め
に

―
」
と
い
う
表
題
の
下
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
の
一
部
と
し

て
、
行
な
わ
れ
た
。
以
下
、
本
報
告
の
概
要
及
び
質
疑
応
答
を
報
告
す

る
。
な
お
、
質
疑
応
答
に
つ
い
て
は
発
言
の
趣
旨
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
損

な
わ
な
い
範
囲
で
要
約
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
敬
称
は
省
略
し
た
。

【
報
告
概
要
】

　

本
報
告
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
法
形
成
過
程
に
お
い
て
地
理

情
報
の
重
要
性
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
点
を
指
摘
し
、
国
際
法
形
成
過

程
の
基
礎
と
な
る
地
理
情
報
に
関
す
る
批
判
的
視
点
の
導
入
の
必
要
性

を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
国
際
法
学
は
、
法
形
成
過
程
に
お
け
る
地
理
情
報
の
影
響

と
重
要
性
を
明
確
に
意
識
し
て
こ
な
か
っ（

1
）

た
。

　

国
際
法
学
と
地
理
学
と
を
融
合
さ
せ
た
研
究
分
野
、
即
ち
国
際
法
地

理
学
（
仮
称
）
の
基
礎
理
論
を
構
築
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の

歴
史
と
理
論
を
検
討
し
て
き（

2
）

た
。
両
学
問
の
関
係
に
関
す
る
歴
史
に
つ

い
て
は
、
大
き
く
三
点
を
取
り
上
げ
た
。
即
ち
、
大
航
海
時
代
に
お
け

る
海
洋
分
割
・
新
大
陸
の
発
見
・
先
占
に
関
す
る
法
形
成
、
十
九
世
紀

に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
分
割
、
米
国
の
孤
立
主
義
か
ら
国
際
主
義
へ
の
転

換
過
程
に
お
け
る
地
理
情
報
の
影
響
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
歴
史
に
関

す
る
検
討
の
過
程
で
、
両
学
問
の
理
論
上
の
接
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

即
ち
、
国
際
法
秩
序
観
の
形
成
段
階
に
お
い
て
現
代
地
理
学
理
論
の
導

入
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
際
法
の
形
成
は
特
定
の
国
際
法

秩
序
観
に
基
づ
い
て
お
り
、
当
該
秩
序
観
の
形
成
に
は
地
理
情
報
が
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
地
理
情
報

に
は
恣
意
性
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従

来
、
国
際
法
学
は
こ
の
恣
意
性
に
関
す
る
批
判
的
視
点
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
際
法
学
は
当
該
視
点
を
導
入
す
る
必
要
が
あ

る
。
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こ
の
批
判
的
視
点
と
い
う
意
味
で
、
国
際
法
地
理
学
の
現
代
的
課
題

と
な
り
得
る
の
が
、
宇
宙
に
関
す
る
国
際
法
秩
序
観
の
批
判
的
検
討
で

あ
る
。
即
ち
、
宇
宙
は
、
大
航
海
時
代
同
様
、
人
類
の
活
動
領
域
と
し

て
拡
張
し
続
け
て
お
り
、
国
際
法
秩
序
観
形
成
の
基
礎
と
な
る
宇
宙
に

対
す
る
空
間
認
識
の
在
り
方
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
的
検
討
の
結
果
の
当
否
は
、
宇
宙
が
不
確
定

要
素
を
多
く
含
む
空
間
で
あ
る
た
め
、
容
易
に
は
検
証
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、
地
理
情
報
が
国
際
法
形
成
過
程
に
歴
史
上
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
き
た
か
に
つ
い
て
跡
付
け
る
こ
と
で
、
宇
宙
に
関
す
る
地
理
情
報

の
影
響
可
能
性
を
推
論
し
た
い
。

　

本
報
告
に
お
け
る
議
論
の
出
発
点
と
結
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

出
発
点
は
、
領
域
法
と
地
理
と
の
関
係
で
あ
る
。
国
際
法
上
の
空
間
秩

序
の
展
開
は
、
国
家
領
域
と
国
際
公
域
に
分
け
る
と
い
う
伝
統
的
区
分

と
当
該
空
間
区
分
の
修
正
に
関
す
る
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
修
正
の
基
礎

に
は
地
理
情
報
の
影
響
が
存
在
す（

3
）
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
各
時
代
に

お
け
る
国
際
法
学
上
の
問
題
と
地
理
情
報
の
影
響
を
整
理
す
る
。
そ
の

整
理
を
通
し
て
、
空
間
区
分
の
修
正
の
歴
史
は
、
地
理
情
報
の
動
態
的

側
面
を
国
際
法
の
枠
内
に
受
容
し
て
い
る
反
面
、
そ
の
受
容
の
在
り
方

に
お
い
て
空
間
認
識
の
恣
意
性
に
関
す
る
批
判
的
知
見
が
軽
視
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
当
該
認
識
は
、
宇
宙
の
問
題
に
も
継
続

し
得
る
た
め
、
地
理
情
報
を
意
識
す
る
こ
と
で
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。

　

三
つ
の
事
例
を
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
の
事
例
は
、
大

航
海
時
代
（
十
五
・
十
六
世
紀
）
に
お
け
る
地
理
情
報
の
影（

4
）

響
で
あ

る
。
特
に
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
間
の
世
界
分
割
に
現
れ
て
い

る
。
当
該
分
割
に
あ
た
っ
て
、
位
置
情
報
の
取
得
及
び
地
図
は
、
分
割

の
基
礎
で
あ
っ
た
。
緯
度
は
と
も
か
く
経
度
の
取
得
は
容
易
で
は
な

か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
地
理
情
報
の
影
響
を
三
点

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
一
四
九
四
年
の
ト
ル
デ
シ
リ
ャ
ス
条
約
に
基
づ
い
た
「
分

界
」（dem

arcation

）
を
可
能
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
分
界
」
の
理

念
と
実
践
は
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
や
マ
ゼ
ラ
ン
等
の
航
海
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
地
理
情
報
な
し
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

　

第
二
に
、
一
見
し
て
客
観
的
に
見
え
る
位
置
情
報
は
、
政
治
性
及
び

恣
意
性
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
必
ず
し
も
単
な
る

事
実
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
緯

度
の
捏
造
の
例
が
あ
る
。

　

第
三
に
、「
分
界
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
第
三
国
を
排
除
し
、
ス
ペ

イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
二
国
間
で
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
分
配
し
よ
う

と
す
る
地
政
学
上
の
構
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
構
想
の
国
際
法
化
が
意
味

し
て
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る
特
定
の
地
理
認
識
が

国
際
法
秩
序
形
成
へ
影
響
を
与
え
て
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
単
な
る
事
実
と
し
て
の
地
理
認
識
に
よ
っ
て
国
際
法
秩
序
形
成
が

な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　

第
二
の
事
例
は
、
十
九
世
紀
の
ア
フ
リ
カ
分
割（

5
）

期
に
お
け
る
地
理
情

報
の
影
響
で
あ
る
。
特
に
、
一
八
八
四
―
一
八
八
五
年
の
ベ
ル
リ
ン
会
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議
に
お
け
る
先
占
規
定
を
巡
る
議
論
で
あ
る
。
当
該
議
定
書
の
意
義

は
、
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
条
約
締
結
を
行
っ
て
い
る
様
々
な
形

態
の
国
家
が
数
多
く
存
在
す
る
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
「
無
主
地
」
と
し
て

扱
う
契
機
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
国
際
法
学
に
お
け
る
こ
の
「
無
主

地
」
概
念
は
、
地
理
情
報
と
結
び
付
い
て
い
る
。
即
ち
、
ベ
ル
リ
ン
会

議
の
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
「
コ
ン
ゴ
地
域
」
の
地
理
的
範
囲
及
び

帰
属
先
の
画
定
は
、
探
検
と
地
形
測
量
に
基
づ
く
地
図
学
の
成
果
な
し

に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
地
図
は
当
時
未
知
で
あ
っ
た
ア
フ

リ
カ
内
陸
部
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
を
各
国
に
与
え
、
他
方
で
は
空
白

地
域
を
表
示
す
る
こ
と
で
帝
国
主
義
的
拡
張
の
正
当
化
を
可
能
に
し
た

か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
の
事
例
は
、
モ
ン
ロ
ー
主（

6
）
義
及
び
大
東
亜
共
栄（

7
）
圏
に
つ
い
て
で

あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
広
域
圏
思
想
は
、
西
欧
中
心
主
義
的
な
国
際
法

秩
序
観
の
普
遍
化
対
批
判
的
意
義
を
有
す
る
地
域
主
義
と
い
う
構
図
と

し
て
理
解
が
可
能
で
あ
る
。
モ
ン
ロ
ー
主
義
に
つ
い
て
、
前
原
光（

8
）
雄

は
、
そ
れ
が
法
原
則
で
な
い
と
し
て
も
ア
メ
リ
カ
大
陸
と
い
う
空
間
の

近
接
性
を
基
盤
と
し
た
位
置
価
値
は
存
在
し
て
い
る
た
め
、
結
果
と
し

て
無
視
で
き
な
い
。
即
ち
、
広
域
圏
思
想
は
、
国
家
領
域
に
も
国
際
公

域
に
も
区
分
さ
れ
な
い
た
め
、
伝
統
的
な
当
該
空
間
区
分
に
修
正
を
求

め
る
事
例
で
あ
り
、
普
遍
主
義
に
対
す
る
地
域
主
義
か
ら
の
批
判
と
し

て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
。
松
井
芳（

9
）

郎
や
明
石
欽（

10
）

司
に
よ
れ
ば
、
大
東

亜
共
栄
圏
思
想
も
同
様
の
意
義
が
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
批
判
的
視
点
を
徹
底
す
る
こ
と
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機

能
し
た
点
に
問
題
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
国
際
法
学
上
の
意
義
を
有
す
る
二
つ
の
広
域
圏
思
想

は
、
地
理
情
報
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
た
。
日
本
の
場
合
は
今
後
の

課（
11
）

題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
場
合
、
孤
立
主
義

か
ら
国
際
主
義
へ
と
転
換
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
対
外
政
策
立
案

の
た
め
に
地
理
情
報
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
本
報
告
で
は
、
地
理
情
報
が
国
際
法
形
成
過
程
に
歴
史
上
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
に
つ
い
て
特
に
三
つ
の
事
例
を
検
討

し
た
。
即
ち
、
①
大
航
海
時
代
、
②
ア
フ
リ
カ
分
割
、
③
広
域
圏
思
想

で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
の
検
討
は
、
充
分
と
は
い
え
な
い
に
し

て
も
、
一
貫
し
て
地
理
情
報
を
基
礎
と
し
た
「
特
定
の
」
国
際
法
秩
序

観
に
基
づ
い
て
、
国
際
法
形
成
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示

し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
地
理
情
報
は
、
恣
意
性
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の

よ
う
な
恣
意
性
を
含
む
特
定
の
国
際
法
秩
序
観
は
、
主
と
し
て
普
遍
主

義
対
地
域
主
義
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
法
秩
序

観
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
国
際
法
形
成
の
多
様
性
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
、
国
際
法
に
お
け
る
伝
統
的
な
空
間
認

識
、
即
ち
国
家
領
域
と
国
際
公
域
の
二
区
分
に
対
す
る
修
正
が
行
わ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
広
域
圏
思
想
の
事
例
は
、
そ
の
証
左
で
あ
り
、
位

置
価
値
に
基
づ
く
圏
の
設
定
、
即
ち
空
間
区
分
の
修
正
は
批
判
的
に
検

討
さ
れ
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
そ
の
検
討
に
は
、
現
代
地
理
学
理
論
が
有

す
る
批
判
的
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
際
法
学
に
お
け

る
空
間
の
修
正
に
関
す
る
歴
史
に
お
い
て
、
空
間
の
実
態
を
批
判
的
に
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捉
え
る
視
点
は
依
然
と
し
て
希
薄
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
広
域
圏

思
想
の
基
礎
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
近
接
性
の
視
点
以
外
の
空
間
解
釈
の

視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
学
は
地
理
情
報
の
恣
意
性
に
対
す
る
関
心
が

希
薄
で
あ
る
こ
と
、
当
該
情
報
に
基
づ
い
て
国
際
法
秩
序
観
が
形
成
さ

れ
、
そ
れ
が
国
際
法
形
成
過
程
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
、
が
明
ら
か

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
以
下
の
課
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
現
在
や
将
来
の
問

題
に
対
し
て
の
国
際
法
地
理
学
に
よ
る
類
推
と
適
用
可
能
性
を
検
討
す

る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宇
宙
空
間
に
お
け
る
地
理
情
報
の
恣
意
性

の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
恣
意
性
と

い
う
用
語
を
用
い
て
い
な
い
が
、
宇
宙
に
関
す
る
法
地
理
学
の
視
点
か

ら
論
及
し
た
も
の
と
し
て
、Collis

（200 （
12
）

9
）
が
あ
る
。
ま
た
宇
宙
空

間
の
認
識
に
関
す
る
地
理
学
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
宇
宙
と
い
う
空
間

認
識
や
そ
こ
か
ら
地
球
上
の
問
題
を
再
検
討
す
る
研（

13
）
究
、
あ
る
い
は
火

星
等
の
天
体
の
地
図
情
報
の
誤
り
や
恣
意
性
等
を
検
討
す
る
研（

14
）

究
も
あ

る
。

　

宇
宙
空
間
に
お
け
る
地
理
情
報
の
恣
意
性
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す

る
こ
と
が
紛
争
の
抑
止
に
結
び
付
く
な
ら
ば
、
国
際
法
学
研
究
と
し
て

有
益
な
課
題
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

【
質
疑
応
答
】

質
問
Ａ
「
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
以
前
報
告
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
議
論

の
発
展
性
な
い
し
進
展
性
は
あ
っ
た
か
。」

報
告
者
「
前
回
の
報（

15
）

告
に
お
い
て
、
ス
ケ
ー
ル
は
部
品
の
一
部
で
あ

り
、
他
に
も
場
所
論
を
導
入
す
る
必
要
を
述
べ
た
。
最
近
の
論（

16
）

文
は
、

そ
の
後
の
進
展
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
加
え
て
、
本
報
告
は
ス

ケ
ー
ル
や
場
所
論
に
関
係
す
る
事
例
研
究
の
端
緒
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
。」

質
問
Ａ
「
前
回
の
報
告
に
お
い
て
、
オ
ゾ
フ
ス
キ
ー
論（

17
）

文
に
つ
い
て
も

述
べ
て
い
た
が
、
国
際
法
学
と
地
理
学
を
リ
ン
ク
さ
せ
た
研
究
は
他
に

も
結
構
出
て
き
て
い
る
の
か
。」

報
告
者
「
イ
ェ
ー
ル
関
連
や
第
三
世
界
に
関
す
る
国
際
法
理
論
関
連
等

で
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え

て
注
2
の
論
文
に
し
た
。
即
ち
、
国
際
法
秩
序
の
基
礎
と
な
る
国
際
法

秩
序
観
の
形
成
に
地
理
情
報
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
趣
旨
を
こ

れ
ら
の
論
文
か
ら
読
み
取
れ
た
。」

質
問
Ｂ
「
強
い
国
で
あ
る
と
か
権
威
を
持
っ
た
国
が
地
理
情
報
を
恣
意

的
に
扱
い
、
そ
こ
か
ら
国
際
法
が
生
じ
て
き
た
が
、
こ
の
点
を
国
際
法

学
は
軽
視
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
本
報
告
で

は
大
東
亜
共
栄
圏
論
の
批
判
的
再
検
討
に
関
す
る
国
際
法
学
研
究
を
紹

介
し
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。」

報
告
者
「
そ
の
通
り
で
あ
る
。
大
東
亜
共
栄
圏
と
い
う
ア
イ
デ
ア
そ
れ

自
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
国
際
法
秩
序
観
へ
の
カ
ウ
ン

タ
ー
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
、
国
家
領
域
と
は
異
な
る
ス
ケ
ー
ル
と
し

て
広
域
圏
を
設
定
し
た
事
例
と
し
て
も
地
理
学
上
の
意
義
を
有
す
る
。
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即
ち
、
広
域
圏
は
、
地
理
情
報
と
国
際
法
秩
序
観
と
が
結
び
付
い
た
事

例
で
あ
る
。
勿
論
、
現
代
国
際
法
学
研
究
は
、
広
域
圏
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
側
面
を
評
価
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
批
判
的

に
議
論
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
現
代
に
お
い
て

は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
普
遍
主
義
と
捉
え
た
場
合
に
、
広
域
圏

の
よ
う
な
先
例
は
、
他
方
で
地
域
主
義
の
側
面
を
意
味
す
る
地
理
学
上

の
ア
イ
デ
ア
な
い
し
国
際
法
秩
序
観
の
重
要
性
を
明
確
化
す
る
契
機
で

あ
る
と
言
え
る
。」

質
問
Ｂ
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
潮
流
は
、
戦
中
に
お
い
て
も
少
な
く
と
も

四
潮
流
く
ら
い
の
政
治
潮
流
の
中
の
一
つ
で
あ
り
、
よ
り
大
き
な
文
脈

の
中
に
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
。」

質
問
Ｃ
「
法
に
と
っ
て
事
実
は
、
重
要
で
あ
る
。
自
然
科
学
的
事
実
や

社
会
科
学
的
事
実
が
ル
ー
ル
の
土
台
と
な
る
。
事
実
が
誤
り
で
あ
れ

ば
、
ル
ー
ル
が
崩
壊
す
る
。
憲
法
で
は
立
法
事
実
論
と
い
う
話
で
あ

る
。
本
報
告
の
場
合
、
土
台
と
な
る
事
実
は
地
図
情
報
で
あ
る
。
こ
れ

に
関
す
る
歴
史
事
例
の
紹
介
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
将
来
、
例
え
ば

宇
宙
法
分
野
に
お
い
て
も
地
図
情
報
の
影
響
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

本
報
告
は
、
地
図
情
報
の
恣
意
性
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
趣
旨
で
歴
史
事
例
を
紹
介
し
た
の
か
。」

報
告
者
「
恣
意
性
は
排
除
で
き
な
い
。
経
度
緯
度
で
示
す
位
置
情
報
一

つ
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
一
様
で
は
な

い
の
で
あ
り
、
認
識
に
差
異
が
生
じ
る
。
こ
の
差
異
を
調
整
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
恣
意
性
は
排
除
可
能
で
、
正
し
い

意
味
付
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。」

質
問
Ｃ
「
地
図
情
報
は
、
純
粋
に
自
然
科
学
的
な
問
題
で
あ
る
と
思
っ

た
が
、
緯
度
経
度
の
よ
う
な
地
図
情
報
の
段
階
で
人
間
臭
い
話
が
含
ま

れ
る
。
な
か
な
か
理
解
が
到
達
出
来
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
や

は
り
客
観
的
で
あ
る
は
ず
の
部
分
に
不
透
明
な
も
の
が
入
る
と
議
論
が

出
来
な
く
な
る
よ
う
に
思
う
。
憲
法
訴
訟
の
場
合
に
も
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
世
界
が
や
は
り
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。」

質
問
Ｄ
「
国
際
法
学
と
地
理
学
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
が
日
本
以
外

で
は
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
か
。
諸
外
国
で
も
や
は
り
同
じ

よ
う
に
恣
意
性
を
指
摘
す
る
研
究
は
あ
る
の
か
。」

報
告
者
「
す
べ
て
を
参
照
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
地
図
情
報
の

恣
意
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
研
究
は
あ
る
。」

質
問
Ｄ
「
判
例
に
相
当
す
る
よ
う
な
実
際
の
事
件
と
か
事
例
は
あ
り
ま

す
か
。」

報
告
者
「
勿
論
、
地
理
に
関
係
す
る
問
題
が
判
例
に
な
っ
て
い
る
も
の

は
あ
る
。
例
え
ば
、
脱
植
民
地
化
の
文
脈
に
お
け
る
隣
国
と
の
境
界
画

定
の
問
題
で
、
地
理
的
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
仲
裁
判
例
が
結
構
あ
る
。

但
し
、
人
文
地
理
学
面
で
の
批
判
的
な
検
討
は
恐
ら
く
な
さ
れ
て
い
な

（
18
）

い
。
国
際
法
学
上
の
地
理
は
、
自
然
地
理
学
上
の
地
理
で
あ
る
。
人
文

地
理
学
の
要
素
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
事
例
に

お
い
て
、
前
原
光
雄
先
生
の
近
接
性
に
基
づ
く
原
理
を
基
盤
と
し
た
空

間
の
位
置
価
値
の
重
要
性
に
関
す
る
指
摘
が
見
出
せ
る
。
も
っ
と
も
、

現
在
で
は
ス
ケ
ー
ル
や
場
所
論
の
よ
う
な
批
判
的
見
方
が
あ
り
、
近
接
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性
の
原
理
に
留
ま
ら
な
い
複
数
の
空
間
解
釈
の
技
術
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。
国
際
法
の
判
例
は
、
必
ず
し
も
空
間
解
釈
の
可
能
性
を
明
確

に
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。」

質
問
Ｅ
「
今
後
、
宇
宙
法
で
は
火
星
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
と

思
う
が
、
南
極
大
陸
の
領
有
権
主
張
も
地
理
と
の
関
係
で
恣
意
性
を
含

ん
で
い
る
か
。」

報
告
者
「
セ
ク
タ
ー
理
論
を
含
め
、
何
ら
か
の
線
を
引
く
こ
と
は
、
恣

意
性
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。」

質
問
Ｅ
「
将
来
、
火
星
の
土
地
の
配
分
は
ど
う
な
る
の
か
。」

報
告
者
「
現
在
の
宇
宙
法
で
は
領
有
自
体
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
社
会
の
変
化
や
実
態
に
応
じ
て
、
法
が
作
ら
れ
る
図
式
は

あ
る
。
宇
宙
法
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
種
の
議
論
は
、
即
座
に
法
学
の
議
論
と
は
な
ら
な
い
た
め
、

本
報
告
で
は
議
論
の
中
心
に
位
置
付
け
な
か
っ
た
。」

質
問
Ｃ
「
本
報
告
は
、
今
後
の
博
士
論
文
の
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る

の
か
。
博
士
論
文
は
、
宇
宙
法
の
分
野
に
な
る
の
か
。
本
報
告
は
、
歴

史
事
例
で
あ
っ
た
が
、
宇
宙
法
の
検
討
に
も
有
益
な
の
か
。」

報
告
者
「
本
報
告
で
扱
っ
た
歴
史
事
例
が
中
心
で
あ
り
、
宇
宙
法
の
部

分
は
相
対
的
に
少
な
く
な
る
。
博
士
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
歴
史
事
例
に

お
け
る
地
理
情
報
の
影
響
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
。
そ
の
影
響
の
在

り
方
の
検
討
を
通
し
て
、
宇
宙
法
の
検
討
に
有
益
な
部
分
を
探
り
た
い

と
考
え
て
い
る
。」

質
問
Ｂ
「
国
際
法
思
想
に
関
係
す
る
報
告
で
あ
り
、
よ
り
一
般
的
に
は

法
と
政
治
の
関
係
に
関
係
す
る
議
論
で
あ
る
。
外
交
史
学
に
も
関
心
を

向
け
て
も
よ
い
か
と
思
う
。
例
え
ば
、『
外
交
時
報
』
に
は
本
報
告
に

係
わ
る
内
容
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。」

報
告
者
「
あ
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
内
容
の
地
理
的
観
点
も
意
識
し

つ
つ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。」

質
問
Ｆ
「
将
来
起
こ
り
得
る
宇
宙
空
間
の
配
分
の
根
拠
と
し
て
、
地
理

情
報
は
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
趣
旨
か
。」

報
告
者
「
地
理
情
報
は
、
紛
争
を
抑
止
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。」

註（
１
）　

現
代
地
理
学
理
論
の
導
入
可
能
性
を
指
摘
し
た
先
行
研
究
に
つ
い
て

は
、
例
え
ばH

ari�M
.�O

sofsky,�A
 Law

 and G
eography Perspective 

on the N
ew

 H
aven School,�32�Y

A
LE�J.�IN

T
ʼL�L.�422,�422-452�

（2007

）.

（
２
）　

拙
稿
「「
国
際
法
学
と
地
理
学
」
と
の
関
係
性
：
オ
ゾ
フ
ス
キ
ー
論

文
の
国
際
法
学
的
検
討
」『
大
学
院
紀
要
（
東
洋
大
学
）』
第
四
八
集

（
二
〇
一
一
年
）
一
一
三
―
一
三
八
頁
。
拙
稿
「O

sofsky

論
文
の
批
判
的

検
討
：「
法
学
と
地
理
学
」
の
関
係
性
の
視
点
か
ら
」『
東
洋
法
学
』
第

五
六
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
）、
二
二
一
―
二
三
八
頁
。
拙
稿
「
国
際
法

学
へ
の
地
理
学
導
入
序
説
―
国
際
法
秩
序
観
の
形
成
の
た
め
に
―
」『
大
学

院
紀
要
（
東
洋
大
学
）』
第
五
〇
集
（
二
〇
一
三
年
）、
二
九
―
四
五
頁
。

（
３
）　

当
該
視
点
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
前
原
光
雄
「
空
間
と
国
際
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法
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
四
一
巻
第
一
〇
号
（
一
九
四
二
年
）
一
―

三
四
頁
。
但
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
当
該
論
文
に
お
い
て
は
、
現
代
地

理
学
の
導
入
に
関
す
る
視
点
は
な
い
。

（
４
）　

許
淑
娟
『
領
域
権
原
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）。
合

田
昌
史
『
マ
ゼ
ラ
ン
―
世
界
分
割
を
体
現
し
た
航
海
者
』（
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
５
）　

当
該
事
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
２
）、『
大
学
院

紀
要
（
東
洋
大
学
）』（
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。
尚
、
当
該
事
例
の
参
考

と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
参
照
。
許
・
前
掲
注
（
４
）、
及
びT
.�J.�Bas-

sett,�Cartography and E
m

pire Building in N
ineteenth-Century 

W
est A

frica,�84　

GEO
GRA

PH
ICA

L�REV
.�316,�316-335�（1994

）.

（
６
）　

前
原
・
前
掲
注
（
３
）、
五
―
一
五
頁
。

（
７
）　

明
石
欽
司
「「
大
東
亜
国
際
法
」
理
論
―
日
本
に
お
け
る
近
代
国
際

法
受
容
の
帰
結
―
」『
法
学
研
究
（
慶
応
大
学
）』
第
八
二
巻
第
一
号

（
二
〇
〇
九
年
）
二
六
一
―
二
九
二
頁
。
松
井
芳
郎
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る

世
界
に
お
け
る
「
普
遍
」
と
「
地
域
」
―
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
論
に
お
け

る
普
遍
主
義
批
判
の
批
判
的
検
討
―
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
〇
二
巻

第
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
―
二
二
頁
。
あ
る
い
は
大
東
亜
共
栄
圏
論
へ

の
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
影
響
関
係
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
井
筒
康
人
「「
大

東
亜
共
栄
圏
」
と
汎
ア
メ
リ
カ
主
義
―
神
川
彦
松
と
松
下
正
寿
の
議
論
か

ら
―
」『
年
報
近
現
代
史
研
究
（
名
古
屋
大
学
）』
第
五
号
（
二
〇
一
三
年
）

一
五
―
二
九
頁
。

（
８
）　

前
原
・
前
掲
注
（
３
）

（
９
）　

松
井
・
前
掲
注
（
７
）

（
10
）　

明
石
・
前
掲
注
（
７
）

（
11
）　

恐
ら
く
、
竹
内
正
浩
『
地
図
で
読
み
解
く
日
本
の
戦
争
』（
筑
摩
書

房
、
二
〇
一
三
年
）。
小
林
茂
『
近
代
日
本
の
地
図
作
成
と
ア
ジ
ア
太
平
洋

地
域
―
「
外
邦
図
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
）。
か
ら
地
理
情
報
の
影
響
に
つ
い
て
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
12
）　Christy�Collis�and�Phil�Graham

,�Political G
eographies of 

M
ars: A

 H
istory of M

artian M
anagem

ent,�4�M
anagem

ent�and�
O

rganisation�H
istory,�247,�247-261�（2009

）.

（
13
）　H

EA
T

H
ER�W

H
IPPLE,�EX

T
RA

T
ERREST

RIA
L�H

U
M

A
N

�
GEO

GRA
PH

IES�

（2013

）;�D
EN

IS�CO
SGRO

V
E,�A

PO
LLO

ʼS�EY
E:�

A
�C

A
R

T
O

G
R

A
PH

IC
�G

E
N

E
A

LO
G

Y
�O

F
�T

H
E

�E
A

R
T

H
�IN

�
T

H
E�W

EST
ERN

�IM
A

GIN
A

T
IO

N
�（2001

）.

（
14
）　

例
え
ば
、Jason�N

.�D
ittm

er,�Colonialism
 and Place Creation 

in M
ars Pathfinder M

edia Coverage,�97�T
he�Geographical�Re -

view
,�112,�112-130�

（2007

）;�K
.�M

aria�D
.�Lane,�M

apping the M
ars 

Canal M
ania: Cartographic Projection and the Creation of a 

Popular Icon,�58�Im
ago�M

undi,�198,�198-211�（2006

）;�K
.�M

aria�D
.�

Lane,�G
eographers of M

ars: Cartographic Inscription and E
xplo -

ration N
arrative in Late V

ictorian R
epresentations of the R

ed 
Planet,�96�Isis,�477,�477-506�（2005

）.

（
15
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
２
）、『
東
洋
法
学
』（
二
〇
一
三
年
）。

（
16
）　

拙
稿
・
前
掲
注
（
２
）、『
大
学
院
紀
要
（
東
洋
大
学
）』（
二
〇
一
三
年
）。

（
17
）　supra�note�（1

）.
（
18
）　

そ
の
他
の
事
情
、
即
ち
人
文
地
理
学
の
要
素
は
、
恐
ら
く
国
際
法
学

で
は
非
地
理
的
要
因
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
経
済
的
要
因
等

の
空
間
上
の
側
面
が
地
理
的
要
因
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　
（
か
ど
わ
き
・
く
に
お　

東
洋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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